
１　国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

２　一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

４　個人情報の保護に関する基本方針（個人情報の保護に関する法律 （平成15年法律第57号）第7条第１項 に規定する

 ものをいう。）の作成及び推進に関すること。 

 ・国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画
及び立案並びに推進

 ・国民生活の動向に関する総合的な調査

 ・国民生活局の所掌事務に関する総合調整
・国民生活局の所掌事務に係る国際協力
 ・国民生活審議会の庶務

 ・市民活動の促進

 ・個人情報の保護に関する基本方針の作成及び推進

・一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに
推進
・消費者政策会議の庶務

・一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する情報の提供

 ・消費者企画課の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案

・一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策で地方公共団体が行う
消費者行政及び一般消費者の組織活動に係るものの企画及び立案並びに推進
・独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般
・独立行政法人評価委員会国民生活センター分科会の庶務

  消費者団体訴訟室
　　　　　　　　（５名）

　消費者調整課
　　　　　　　　９名

 ・一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策で消費者団体による差
止請求に係る訴えの提起その他の請求に係るものの企画及び立案並びに推進

３　市民活動の促進に関すること。 

  企画官　（１名）

平成19年度    定員  68名体制

  国民生活局長

個人情報保護推進室
　　　　　　　　　　（６名）

・一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策で国際機関、国際会議
及び外国の行政機関その他の関係機関に係るものの企画及び立案並びに推進

国民生活局の所掌事務及び体制

所掌事務（内閣府本府組織令第６条）

  （審議官　２名）

 消費者情報室
                （４名）

  総務課　１５名

  調査室　（７名）

  企画課　１４名

  市民活動促進課
　　　　　　　１１名

  消費者企画課
                １８名

  国際室　（４名）

資料２ー１

（注）室等の人数は、課定員の内数


